
 

                                  

 

 

要  旨  

平成 20 年に策定された北九州市景観づくりマスタープランにおいて、

景観上特に重要な地区で、建築物に対するきめ細かな基準による規制や、

公共による重点的な景観整備等により町並みの景観向上を図る景観重点

整備地区として、八幡市民会館と八幡図書館を含む国際通り地区が指定

されている。  

国際通り地区の景観形成方針は、「帆柱山・皿倉山を背景とする自然環

境により街に落ち着きと潤いを醸し出している。この豊かな自然環境を

背景として、国際色豊かな地区特性を活かし、ゆとりや潤いのある個性

豊かなまちづくりを進める。」とされており、学術、研修、文化の拠点で

あり、歴史ある八幡市民会館と八幡図書館を廃止・解体することは、市

が定めた八幡東区国際通り景観重点整備地区の景観や環境を壊すことに

なる。  

更に、国際通りと東田は八幡製鐵所に関連した一体をなす地区であり、

世界遺産登録を目指してさまざまな取り組みを行っている中で、八幡市

民会館の廃止・八幡図書館の解体方針を掲げることは、あまりに矛盾し

た施策である。  

ついては、八幡図書館の歴史的・文化的価値を正しく評価し、マスタ

ープランで指定した趣旨に沿って整備・保存し、活用を図っていただき

たい。  
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